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予想 ページ 訂正箇所 誤 正 備  考 

第１予想 

(問題用紙) 
－Ｅ4－ 

上から２・３行目 

上から５行目 

～次の⑴から⑸まで及び⑽については、～ 

～⑹から⑼まで及び⑾のとおり受遺者に～ 

～次の⑴から⑸まで及び⑺、⑻、⑽については、～ 

～⑹、⑼及び⑾のとおり受遺者に～ 
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第１予想 

(問題用紙) 
－Ｅ6－ 

資料⑺ 

資料⑻ 

～養子Ｃ′が取得する。 

～養子Ｆが取得する。 

～養子Ｃ′に遺贈する。 

～養子Ｆに遺贈する。 
2019.06.28 

第２予想 

(解答・解説) 
－28－ 養子Ｂの外国税額控除 

⑴ 30,000米ドル×※112.75＝3,382,500 

※ 112.75＞111.75 ∴ 112.75 

⑵ 19,841,309×
13,380,000＋8,920,000

 105,623,300
＝4,189,049  (算式➊) 

⑶ ⑴＜⑵ ∴ 3,382,500 

⑴ 30,000米ドル×※112.75＝3,382,500➊ 

※ 112.75＞111.75 ∴ 112.75 

⑵ 19,841,309×
13,380,000＋8,920,000－22,700,000

 105,623,300
＝0  (算式➊) 

⑶ ⑴＞⑵ ∴ 0 
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第２予想 

(解答・解説) 
－28－ 養子Ｂの納付税額表 

外国税額控除額 △  3,382,500 

差引税額     16,458,809 

納付すべき税額  16,458,800 

外国税額控除額 △      0 

差引税額     19,841,309 

納付すべき税額  19,841,300 
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